
 

中央卸売市場活性化支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 中央卸売市場活性化支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、東

京都補助金等交付規則（昭和 37 年東京都規則第 141 号）及び東京都補助金等交付規則の施行

について（昭和 37年 12 月 11 日付 37 財主調発第 20 号）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、東京都中央卸売市場の市場業者や市場業者で組織する団体等（以下「市場

業者等」という。）が、中央卸売市場の活性化に資する意欲的な取組を企画、研究、実施する場

合に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市場業

者等の取組を支援し、中央卸売市場の更なる活性化を図ることを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる者のう

ち、次条に掲げる要件をいずれも満たし、かつ知事が補助金の交付を適当と認めたものとする。 

一 卸売業者 

二 仲卸業者 

三 関連事業者 

四 卸売業者、仲卸業者、関連事業者、売買参加者又は買出人で組織する団体（以下「業界団

体」という。） 

五 卸売業者、仲卸業者、関連事業者、売買参加者又は業界団体が構成員に含まれた、２者以

上の市場業者等で構成されるグループ 

 ア グループＡ 

   卸売業者又は業界団体を構成員に含み、卸売業者、仲卸業者、関連事業者、業界団体又

は売買参加者の２者以上で構成されるグループ 

 イ グループＢ 

   卸売業者及び業界団体を構成員に含まず、仲卸業者又は関連事業者を構成員に含み、か

つ仲卸業者、関連事業者又は売買参加者の２者以上で構成されるグループ 

六 前各号に掲げる者のほか、知事が特に認めた者 

 

（補助対象者の要件） 

第４条 補助対象者の要件は、次の各号に定めるものとする。 

 一 卸売業者、仲卸業者及び業界団体は、東京都中央卸売市場条例（昭和４６年１２月１日条

例第１４４号。以下「条例」という。）第４３条第１項の使用許可、関連事業者は、条例第４

３条第１項の使用許可又は地方公営企業法施行令(昭和２７年政令第４０３号)第２６条の５

の規定により市場事業に係る土地の貸付けを受けていること。 



 

二 売買参加者は、条例第１２条第１項の売買参加者の承認を受けていること。 

三 卸売業者、仲卸業者、関連事業者及び業界団体は、条例第４９条に規定する使用料を滞納し

ていないこと。 

四 条例第２９条、第３７条及び第４０条の定めるところにより、事業報告書の提出義務を負

う者は、直近の事業報告書の提出があること。 

五 法人においては、直近の法人事業税及び法人都民税、個人においては、直近の個人事業税

の滞納がないこと。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が実施す

る、東京都中央卸売市場の活性化に資する次の各号に掲げる事業とする。 

一 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０実現に向けた先進的事業 

二 国内外の販路拡大や販売力強化に資する事業 

三 産地からの集荷力向上に資する事業 

四 市場施設の有効活用事業 

五 市場業務に精通した人材確保や市場の働き方改革に資する事業   

六 品質・衛生管理の強化等に資する事業 

七 前各号のほか、中央卸売市場の活性化に資する事業として、知事が特に認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第３条第三号に規定する関連事業者及び第３条第五

号イに規定するグループＢ（仲卸業者を含まない場合）にあっては、補助対象事業を前項第一

号及び第四号から第七号までに掲げる事業に限るものとする。 

 

（補助金額の算定等） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要す

る経費のうち、東京都中央卸売市場の市場業者等が負担し、知事が必要かつ適切であると認め

た別表第１に掲げる経費とする。ただし、別表第２に掲げる補助対象外経費は除く。 

２ 補助金の交付額は、補助対象経費の総額に原則として２分の１（補助対象者が中小企業基本

法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条に規定する中小企業者又は業界団体である場合は、補助

対象経費の総額に原則として３分の２、補助対象者が第３条第五号の場合で、グループの構成

員に中小企業者又は業界団体が含まれ、かつ補助対象経費のうち当該中小企業者又は業界団体

が負担する補助対象経費が明らかな場合は、当該中小企業者又は業界団体の負担に係る補助対

象経費の総額に原則として３分の２、それ以外の補助対象経費の総額に原則として２分の１）

の補助率を乗じて算定する。 

３ 補助対象事業の実施に当たり、補助金以外の収入が見込まれる場合は、前項の算定の際、補

助対象経費から当該収入を差し引いた額を、補助対象経費とする。 

４ 補助金の上限額は、前２項で算定した額と別表第３に定める額を比較し、いずれか低い額と

する。 

５ 前各項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てる。 



 

６ 第２項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症による影響が収まるまでの当分の間、

新型コロナウイルス感染症による外部環境の変化に対応し、新型コロナウイルス感染症による

影響を乗り越える補助対象事業については、補助金の交付額は、補助対象経費の総額に原則と

して３分の２（補助対象者が中小企業基本法第２条に規定する中小企業者又は業界団体である

場合は、補助対象経費の総額に原則として５分の４、補助対象者が第３条第五号の場合で、グ

ループの構成員に中小企業者又は業界団体が含まれ、かつ補助対象経費のうち当該中小企業者

又は業界団体が負担する補助対象経費が明らかな場合は、当該中小企業者又は業界団体の負担

に係る補助対象経費の総額に原則として５分の４、それ以外の補助対象経費の総額に原則とし

て３分の２）の補助率を乗じて算定する。 

 

【別表第１ 補助対象経費】 

対象経費 摘   要 

報 償 費 研修会・講演会講師謝金、イベント出演料 

旅 費 講師旅費、海外展示会のための渡航費 

負 担 金 展示会等への出展料・参加費、講習会等の受講料、認証等の審査・登録料 

印 刷 製 本 費 パンフレット・ポスター・チラシ作成費、資料印刷費、コピー費 

賃 借 料 会場使用料、機器等リース料（当該年度分のリース料）、車両借り上げ料 

通 信 運 搬 費 通信費、機材搬送費、振込手数料、郵券 

委 託 費 調査委託費、システム開発委託費、パンフレット作成委託費、ホームページ

作成委託費 

備 消 耗 品 費 事業実施に必要となる機器等の購入費、販売促進活動用物品の購入費 

工 事 費 会場・事務所設置に係る看板の設置費 

その他の経費 その他知事が必要かつ適切と認めた経費 

 

【別表第２ 補助対象外経費】 

・施設整備に係る経費（設備・機器等の購入は除く） 

・飲食経費（昼食代を含む） 

・賞金、金券、クーポン券 

・消費税及び地方消費税 

・経常的な事業活動等に要する経費 

・次条第１項に規定する申請者の構成員に対する報償費、人件費 

・翌年度以降分のリース料 

・社会通念上、不当に高額と認められる経費 

・領収書等の不存在等により、金額等の確認ができない経費 

・交付決定以前に、契約や購入等を行った経費 

・他の経費と明確に区分できない経費 

・交付決定年度中に完了しない事業に係る経費又は支払が完了しない経費 

（第５条第１項第六号に掲げる事業のうち、第三者認証の取得に係る事業については、この限



 

りではない。） 

・この補助金とは別に、都の補助金の交付決定を受けている事業に係る経費 

・その他知事が不適当と認める経費 

 

【別表第３ 補助金の上限額】 

補助対象事業 
仲卸業者 

関連事業者 

卸売業者 

業界団体 

グループＡ 

グループＢ 

第５条第１項第一号から第七号までの事業 

（ただし、同条第１項第六号に掲げる事業

のうち、第三者認証の取得に係る事業は

除く） 

１，０００万円 ４，０００万円 

１，０００万円 

× 

仲卸業者数 

関連事業者数 
 

上限は 

4,000 万円 

第５条第１項第六号に掲げる事業のうち第

三者認証の取得に係る事業 
２５０万円 ５００万円 

 
２５０万円 

× 

仲卸業者数 

関連事業者数 
 

上限は 

500 万円 
 

※ 関連事業者及びグループＢ（仲卸業者を含まない場合）は、第５条第１項第一号及び同第四

号から第七号までに掲げる事業が対象 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中央卸売市場活性化支

援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）（以下「交付申請書」という。）を知事に提出しな

ければならない。 

２ 交付申請書には、別表第４に掲げる書類を添付しなければならない。 

３ 前条第６項の適用を受けることを希望する申請者においては、前２項の書類に加え、中央卸

売市場活性化支援事業新型コロナウイルス感染症の影響に関する理由書（別紙様式第１号－２）

（以下「理由書」という。）を添付しなければならない。 

４ 補助金の交付申請は、第５条第１項第六号に掲げる事業のうち第三者認証の取得に係る事業

を除き、原則として、同一年度内で２事業を限度として行うことができる。なお、申請の数は、

事業者が単独で行う申請の数とグループの構成員として行う申請の数とを合算した合計数とす

る。 

 

 

 

 

 

 



 

【別表第４ 交付申請書 添付書類】 

項番 添付書類 備考 

１ 事業計画書 別記第１号様式 別紙１－１ 

２ 事業収支予算書 別記第１号様式 別紙１－２ 

３ 

事業者の履歴や団体・グループの構成が分かる以下

の書類 

ア 法人：履歴事項全部証明書（発行３月以内） 

イ 個人：開業届出書（写） 

ウ 団体：団体役員等構成員名簿 

 （定款等を持つ団体は、定款等の添付も必要） 

エ グループ：グループ構成員等名簿 

・ 左記ア、イ 

→ 事業報告書の提出がある場

合は不要。 

・ 左記エ 

→ 役割分担、費用分担割合等

を明記 

※ 同一年度内２回目以降の申請

時は、提出を省略できる。 

４ 

納税状況を証明する以下の書類 

ア 法人：直近の法人事業税及び法人都民税の納税

証明書（発行３月以内） 

イ 個人：直近の個人事業税の納税証明書（発行３

月以内） 

・ 左記イ 

→ 非課税の場合は、左記によ

らず、所得税及び住民税の納

税証明書（発行３月以内） 

※ 同一年度内２回目以降の申

請時は、提出を省略できる。 

５ その他知事が必要と認めた書類 

・ 対象経費に設備・機器の導入

が含まれる場合は、見積書、仕

様書、図面等、設備の概要が確

認できる書類を要する。 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 知事は、交付申請書及び理由書を受理した場合には、当該申請に係る書類について、補

助対象事業の目的、内容等の適正性及び補助対象経費の算定の妥当性を審査し、補助金を交付

することが適当であると認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定する。 

２ 知事は、前項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。 

３ 知事は、補助金の交付を決定したときは、中央卸売市場活性化支援事業補助金交付決定通知

書（別記様式第２号）（以下「交付決定通知書」という。）により、補助金の交付決定額その他

必要な事項を申請者に通知する。 

４ 知事は、補助金の不交付を決定したときは、中央卸売市場活性化支援事業補助金不交付決定

通知書（別記様式第３号）により、補助金の不交付決定の事実を申請者に通知する。 

 

（申請の撤回） 

第９条 前条第３項により補助金の交付決定の通知を受けた申請者（以下「交付決定を受けた者」

という。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは、交

付決定通知書の受領日の翌日から起算して１０日以内に、中央卸売市場活性化支援事業補助金

交付申請取下書（別記様式第４号）により、補助金の交付の申請を撤回することができる。 

２ 前項の規定による申請の撤回があったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかった



 

ものとみなす。 

 

（変更等の承認申請） 

第１０条 交付決定を受けた者は、交付決定通知書を受けた後に、次の各号に掲げる変更を行お

うとするときは、中央卸売市場活性化支援事業補助金交付変更承認申請書（別記様式第５号）

（以下「変更申請書」という。）を、交付事業の中止又は廃止をしようとするときは、中央卸売

市場活性化支援事業補助金交付（中止・廃止）承認申請書（別記様式第６号）（以下「中止等申

請書」という。）を、知事に提出しなければならない。 

一 補助対象事業の目的、実施期間、実施時期、実施内容、場所等、事業の基本部分に関わる

変更 

二 補助金の交付決定額の変更を要するもの 

三 補助金の交付目的の達成に支障が生じ、又は事業効率の低下をもたらすおそれのある事業

計画の変更 

 

（変更等の承認及び通知） 

第１１条 知事は、変更申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付

目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認する。 

２ 知事は、前項の承認に当たって、補助金の交付決定額等を変更することができる。 

３ 知事は、第１項の審査の結果、補助金の交付目的の達成が困難になると認めるときは、申請

を承認しないか、又は交付決定を取り消すことができる。 

４ 知事は、中止等申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、理由があると認め

るときは、これを承認する。 

５ 知事は、第１項又は第４項の審査の結果を中央卸売市場活性化支援事業補助金交付決定（変

更・中止・廃止）承認通知書（別記様式第７号）により、前条の申請を行った者に通知する。 

 

（事故報告） 

第１２条 交付決定を受けた者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその事

実及び理由を書面により知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（調査権等） 

第１３条 知事は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定により、補

助対象事業の適正な遂行を図るため、必要に応じて、交付決定を受けた者に補助対象事業の遂

行の状況に関して調査し、又は報告を求めることができる。 

２ 知事は、前項の調査又は報告の結果から、補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定を受けた者に対し、これら

に従って補助対象事業を遂行するよう、命じることができる。 

 

（実績報告） 

第１４条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、中央卸売市場活性化支援事



 

業補助金実績報告書（別記様式第８号）（以下「実績報告書」という。）に、別表第５に掲げる

書類を添え、知事に提出しなければならない。 

 

【別表第５ 実績報告書 添付書類】 

項番 添付書類 備考 

１ 事業成果報告書 別記第８号様式 別紙８－１ 

２ 事業収支決算書 別記第８号様式 別紙８－２ 

３ 契約書等（写） 
経費の内容及び金額が詳細かつ明瞭に示さ

れた内訳が記載されたものであること。 

４ 納品書等（写） 事業の完了を確認できる書類 

５ 領収書等（写） 経費の支出を確認できる書類 

６ 
交付決定通知書の付記条件により必要と

される書類 

 

 

（補助金額の確定及び通知） 

第１５条 知事は、実績報告書を受理したときは、提出された書類を審査し、必要に応じて、現

地調査等を行い、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認めたときは、補助金の交付決定額の範囲内で本補助金の交付額を確定し、中央卸売市

場活性化支援事業補助金交付額確定通知書（別記様式第９号）（以下「交付額確定通知書」とい

う。）により、交付決定を受けた者に通知する。 

 

（補助金の交付及び請求） 

第１６条 補助金の交付は、原則として前条に規定する交付額の確定後とする。 

２ 交付決定を受けた者は、前条に規定する交付額確定通知書を受領したときは、速やかに中央

卸売市場活性化支援事業補助金交付請求書（別記様式第１０号）を知事に提出するものとする。 

３ 交付決定を受けた者が希望する場合は、第８条により決定した補助金の交付決定額の７割を

上限とし、第１５条に規定する補助金額の確定前に、中央卸売市場活性化支援事業補助金概算

払請求書（別紙様式第１０号－２）を知事に提出し、概算払いを受けることができる。 

４ 交付決定を受け、前項に規定する概算払いを受けた者は、前条に規定する交付額確定通知書

を受領したときは、第２項の規定によらず、速やかに中央卸売市場活性化支援事業補助金精算

払請求書（別記様式第１０号－３）を知事に提出するものとする。 

 

（決定の取消し等及び通知） 

第１７条 知事は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により補助金の交付（概算払いの交付を含む）を受けたとき 

二 本補助金を他の用途に使用したとき 

三 補助対象事業を中止したとき 



 

四 前各号のほか、交付決定を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、そ

の他補助対象事業に関して法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき 

２ 前項の規定は、第１５条に規定する交付額の確定後においても適用する。 

３ 知事は、交付決定を受けた者が第１項第一号、第二号又は第四号に該当したときは、その者

の名称及びその不正行為の内容について公表することができる。 

４ 第１項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中央卸売市場活性化支援事業補

助金交付決定取消通知書（別記様式第１１号）により、補助金の交付決定を取り消された者に

通知する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１８条 知事は、補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金

の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変

更することができる。ただし、補助対象事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、

この限りではない。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助

金の交付決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合に限る。 

 

（補助金の返還命令及び通知） 

第１９条 知事は、第１７条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助対象事

業の当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ

の返還を命じることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還を命じるときは、中央卸売市場活性化支援事業補助金返還命

令書（別記様式第１２号）により、交付決定を取り消された者に通知する。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２０条 交付決定を取り消された者は、第１７条第１項第一号又は第二号に該当したことによ

り、本補助金の交付の決定を取り消され、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられた

ときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額

につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（百円未満の場合を除く。）を納

付しなければならない。 

２ 交付決定を取り消された者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられた場合にお

いて、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応

じて、その未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（百円未満の場

合を除く。）を納付しなければならない。 

 

（違約加算金の計算） 

第２１条 交付決定を取り消された者が前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じられた

場合において、交付決定を取り消された者が納付した金額が返還を命じた補助金の額に達する



 

までは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第２２条 交付決定を取り消された者が第２０条第２項の規定により延滞金の納付を命じられた

場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌

日以降の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるも

のとする。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第２３条 交付決定を取り消された者が、第１９条第１項の規定により返還を命じられた補助金、

第２０条第１項の規定による違約加算金及び同条第２項の規定による延滞金の全部又は一部を

納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等が

あるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相

殺できるものとする。 

 

（事業成果の取扱い） 

第２４条 知事は、補助事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定を受

けた者に通知をした上で、補助金の交付を受けて行った補助対象事業の成果を中央卸売市場の

活性化に資するよう利用することができる。 

 

（財産処分の制限及び通知） 

第２５条 交付決定を受けた者は、東京都補助金等交付規則第２４条の規定に基づき、補助金の

交付を受けた財産を処分するときは、補助金等交付財産の財産処分承認基準（平成２３年６月

１日付財主財第３８号）により行わなければならない。 

２ 交付決定を受けた者は、前項に規定する処分をしようとする場合で知事の承認が必要なとき

は、あらかじめ中央卸売市場活性化支援事業補助金交付財産処分承認申請書（別記様式第１３

号）を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

３ 知事は、前項の申請を受けた場合においては、中央卸売市場活性化支援事業補助金交付財産

処分承認通知書（別記様式第１４号）により、前項の申請をした者にその処分の可否を通知す

るものとする。 

 

（帳簿の保存義務） 

第２６条 交付決定を受けた者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助

対象事業の完了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 



 

 

附 則（平成３１年３月２６日３０中事業第１２９８号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日３１中事業第１００６号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月８日２中事業第１１８号） 

この要綱は、令和２年５月１１日から施行する。 

附 則（令和２年６月１９日２中事業第２５３号） 

この要綱は、令和２年６月２１日から施行する。 

附 則（令和２年１０月１日２中事業第５０８号） 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

 


